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○
内
閣
府
令
第
七
十
号

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様

式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
を
「
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び

次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
国
際
的
な
財
務
活
動
又
は
事
業
活
動
を
行
う
会
社
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満

た
す
も
の
」
を
「
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
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者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
報
告
書
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段
の
取
組

み
に
係
る
記
載
を
行
つ
て
い
る
こ
と
。

二

指
定
国
際
会
計
基
準
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
を
置
い
て
お
り
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に

基
づ
い
て
連
結
財
務
諸
表
を
適
正
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

第
一
条
の
二
第
二
項
を
削
る
。

第
二
条
第
四
十
一
号
中
「
前
連
結
会
計
年
度
」
を
「
当
連
結
会
計
年
度
（
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
い
う
。
）

の
直
前
の
連
結
会
計
年
度
（
以
下
「
前
連
結
会
計
年
度
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
中
「
国
際
会
計
基
準
（
公
正
か
つ
適
正
な
手
続
の
下
に
作
成
及
び
公
表
が
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
公

正
妥
当
な
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。

次
条
に
お
い
て
「
指
定
国
際
会
計
基
準
」
と
い
う
。
）
」
を
「
指
定
国
際
会
計
基
準
（
国
際
会
計
基
準
（
国
際
的
に
共
通
し

た
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
企
業
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
及
び
作
成
を
業
と
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し
て
行
う
団
体
で
あ
つ
て
第
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
が
作
成
及
び
公
表
を
行
つ
た
企
業
会

計
の
基
準
の
う
ち
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
公
正
か
つ
適
正
な
手
続
の

下
に
作
成
及
び
公
表
が
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
公
正
妥
当
な
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
国
際
的
な
財
務
活
動
又
は
事
業
活
動
を
行
う
会
社
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
も

の
」
を
「
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い

う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
報
告
書
に
お
い
て
、
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段
の
取
組
み
に

係
る
記
載
を
行
つ
て
い
る
こ
と
。
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二

指
定
国
際
会
計
基
準
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
を
置
い
て
お
り
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に

基
づ
い
て
財
務
諸
表
を
適
正
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

第
六
条
中
「
前
事
業
年
度
」
を
「
当
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
（
以
下
「
前
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
十
項
第
三
号
中
「
外
国
金
融
商
品
市
場
」
の
下
に
「
（
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商

品
市
場
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
八
条
第
一
号
中
「
が
国
際
会
計
基
準
」
の
下
に
「
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
国
際
会
計

基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
国
際
的
な
財
務
活
動
又
は
事
業
活
動
を
行
う
会
社
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満

た
す
も
の
」
を
「
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行

者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

イ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
当
四
半
期
連
結
会
計
期
間
の
属
す
る
連
結
会

計
年
度
の
直
前
の
連
結
会
計
年
度
（
以
下
「
前
連
結
会
計
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
財
務

諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
法

第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
報
告
書
（
前
連
結
会
計
年
度
に
係
る

連
結
財
務
諸
表
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特

段
の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ロ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
四
半
期
報
告
書
に
お
い
て
、
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る

た
め
の
特
段
の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

二

指
定
国
際
会
計
基
準
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
を
置
い
て
お
り
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に

基
づ
い
て
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
適
正
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

第
一
条
の
二
第
二
項
を
削
る
。
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第
九
十
四
条
第
一
号
中
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
る
。

（
四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
国
際
的
な
財
務
活
動
又
は
事
業
活
動
を
行
う
会
社
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
も

の
」
を
「
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い

う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

イ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
当
四
半
期
会
計
期
間
の
属
す
る
事
業
年
度
の

直
前
の
事
業
年
度
（
以
下
「
前
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
財
務
諸
表
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
又

は
法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
報
告
書
（
前
事
業
年
度
に
係
る
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財
務
諸
表
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段
の
取
組

み
に
係
る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ロ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
四
半
期
報
告
書
に
お
い
て
、
四
半
期
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め

の
特
段
の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

二

指
定
国
際
会
計
基
準
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
を
置
い
て
お
り
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に

基
づ
い
て
四
半
期
財
務
諸
表
を
適
正
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

第
八
十
四
条
第
一
号
中
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
る
。

（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 8 -

第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
国
際
的
な
財
務
活
動
又
は
事
業
活
動
を
行
う
会
社
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満

た
す
も
の
」
を
「
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行

者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

イ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
当
中
間
連
結
会
計
期
間
（
第
三
条
第
二
項
に

規
定
す
る
期
間
を
い
う
。
）
の
属
す
る
連
結
会
計
年
度
の
直
前
の
連
結
会
計
年
度
（
以
下
「
前
連
結
会
計
年
度
」
と

い
う
。
）
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た

有
価
証
券
報
告
書
（
前
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
連

結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段
の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ロ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
提
出
す
る
半
期
報
告
書
に
お
い
て
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段
の
取
組
み
に
係

る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
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二

指
定
国
際
会
計
基
準
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
を
置
い
て
お
り
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に

基
づ
い
て
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
適
正
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

第
一
条
の
二
第
二
項
を
削
る
。

第
八
十
八
条
第
一
号
中
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
る
。

（
中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
国
際
的
な
財
務
活
動
又
は
事
業
活
動
を
行
う
会
社
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
も

の
」
を
「
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い

う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。
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イ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
当
中
間
会
計
期
間
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直

前
の
事
業
年
度
（
以
下
「
前
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
財
務
諸
表
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は

法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
報
告
書
（
前
事
業
年
度
に
係
る
財

務
諸
表
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段
の
取
組
み

に
係
る
記
載
を
行
つ
て
い
る
こ
と
。

ロ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
提
出
す
る
半
期
報
告
書
に
お
い
て
、
中
間
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段
の
取
組
み
に
係
る
記

載
を
行
つ
て
い
る
こ
と
。

二

指
定
国
際
会
計
基
準
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
を
置
い
て
お
り
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に

基
づ
い
て
中
間
財
務
諸
表
を
適
正
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

第
七
十
五
条
第
一
号
中
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
る
。
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（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
十
五
の
二
第
六
項
中
「
に
規
定
す
る
理
由
に
つ
い
て
」
を
「
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
１
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
会
社
を
い
い

同
条

第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ
中
「

(25)

、

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
会
社
と
み
な
さ
れ
る
会
社
を
含
む

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
１
条
の
２
に
規
定
す
る
特
定

」
を
「

」
に
、
「
（1

8
）

」
を
「
（1
8

）

」
に
改
め
る
。

会
社
を
い
う

の
ｇ

の
ｈ

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
１
条
の
２

第
二
号
の
二
様
式
記
載
上
の
注
意

ｄ

及
び
第
三
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ
中
「

(２)

(ａ)

(40)

第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
会
社
を
い
い

同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
会
社
と
み
な
さ
れ
る
会
社
を
含
む

連
結

」
を
「

、

」
に
改
め
る
。

財
務
諸
表
規
則
第
１
条
の
２
に
規
定
す
る
特
定
会
社
を
い
う

四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
１
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
会
社
を

第
四
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ
中
「

(５)

い
い

同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
会
社
と
み
な
さ
れ
る
会
社
を
含
む

四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
１
条
の

」
を
「

、

」
に
、
「
（1

8

）

」
を
「
（1

8
）

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「
（

２
に
規
定
す
る
特
定
会
社
を
い
う

の
ｇ

の
ｈ

(６)

1
8

）

」
を
「
（1

8

）

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

中
ｇ
を
ｈ
と
し
、
ｆ
を
ｇ
と
し
、
ｅ
の
次
に
次
の
よ

ｇ
の
規
定

の
ｈ

(18)



-
1
2
-

う に 加 え る 。

ｆ提出会社が法の規定により提出する四半期連結財務諸表等ｅにより中間連結財務諸表等を作成（

している場合には中間連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行ている場） っ、

合にはその旨及びその取組みの具体的な内容を記載することただし前事業年度の有価証券報、 。 、

告書又は当四半期連結累計期間四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期累計期間（

に提出した有価証券届出書に記載された連結財務諸表及び財務諸表の適正性を確保するための特）

段の取組みに重要な変更がない場合には記載を要しない、 。

中間連結財務諸表規則第１条の２第１項に規定する特定会社をいい第 五 号 様 式 記 載 上 の 注 意 ａ 中 「(
５
)

、

同条第２項の規定により特定会社とみなされる会社を含む中間連結財務諸表規則第１条の２に規定」 を 「

」 に 改 め 、 同 記 載 上 の 注 意 中 ｅ を ｆ と し 、 ｄ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。する特定会社をいう
(
24
)

ｅ提出会社が法の規定により提出する中間連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み

を行っている場合にはその旨及びその取組みの具体的な内容を記載することただし前事業年、 。 、

度の有価証券報告書又は当中間連結会計期間中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間（
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会
計
期
間

に
提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
連
結
財
務
諸
表
及
び
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る

）

た
め
の
特
段
の
取
組
み
に
重
要
な
変
更
が
な
い
場
合
に
は

記
載
を
要
し
な
い

、
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
十
八
項
第
一
号
中
「
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ニ
」
を
「
第
九
十
三
条
」
に
改
め
、
「
を
い
う
。
」
の
下
に

「
以
下
こ
の
号
及
び
」
を
加
え
る
。

（
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
情
報
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
情
報
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年

内
閣
府
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中
「
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ニ
」
を
「
第
九
十
三
条
」
に
、
「
同
条
第
一
項
本
文
」
を
「
連
結
財
務
諸
表

規
則
第
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
二
第
一
項
本
文
」
を
「
第
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


